
売 電 料 金 の 額 日野谷発電所，坂州発電所，川口発電所及び勝浦発電所の予定供給電力の売電料金，平成２６年度及び平成２７年度各２，７８７，８４０，７２０円

売 電 の 期 間 平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日までの２年間

売電料金の徴収の方法 次の表の支払区分により，各月の売電料金を翌月の２０日までに支払を受ける。

提案理由

県営電気事業の売電料金等について，徳島県議会の議決すべき事件を定める条例の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由であ

る。

第７９号

県営電気事業の売電料金等について

県営電気事業に係る売電料金の額，売電の期間及び売電料金の徴収の方法を次のように定める。

平 成２６年 ２ 月１７日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

平 成 ２６ 年 度 及 び 平 成 ２７ 年 度 支 払 区 分

月 別 基 本 料 金 電 力 量 料 金

４月から翌年２月まで １月につき １８５，９１９，８４０円 各月の実績供給電力量１キロワット時につき１円

５８銭を乗じた額に消費税等相当を加算した額翌 年 ３ 月 １８５，９２４，１６０円
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